
                             

令 和 ５ 年 ６ 月 ８ 日 

保護者  様  

                                                        長崎市立桜馬場中学校  

                              校 長   大塚 潤 

 

気象状況に伴う安全確保のガイドラインについて 
 

 

 

 

 

 １ 台風以外の警報発令に係る対応 
 

（１）特に連絡がない場合、通常通りの登校とします。  

（２）「大雨警報」「洪水警報」については、安全に登校することが確認できた

場合は、保護者の判断で登校させてください。危険と判断される場合は「自

宅待機」や「時間を遅らせての登校」等保護者でご判断いただき、学校へ連

絡願います。 

（３）学校や居住地域に「避難指示（警戒レベル４）」以上が発令された場合は、

登校を控え、「自宅待機」もしくは「避難」とします。※裏面参照 

（４）落雷の危険性がある場合には外出を避け、建物や車の中等に避難してください。 

（５）その他の災害についても十分に注意し、「安全・安心」を最優先に行動するよ

うご指導願います。  

  ※（２）～（５）の状況で対応した場合、遅刻・欠席扱いにならないようにしま

す。 

 

  ２ 台風接近時の「暴風警報・大雨警報・洪水警報」の発令に係る対応  

 

（１）前日に教育委員会から、学校へ通知がある場合は、臨時休業等の連絡をしま

す。 

 

（２）前日に連絡がない場合 

① 午前６時３０分の時点で「暴風警報・大雨警報・洪水警報」のいずれかが発

令中の場合は「自宅待機」とします。 

② 午前１１時の時点で「暴風警報・大雨警報・洪水警報」のいずれかが発令中

の場合は終日、「自宅待機（臨時休校）」とします。  

③ 午前１１時の時点で、警報が解除されている場合は自宅で昼食をとり「１３

時までに登校」し、１３時１５分から授業開始とします。（午後３時間授業） 

   

 

 

 

次の１・２については、一斉メールおよび電話連絡等でご連絡します。  

担当 教頭  白石博之 

電話 ８２２－３３４１  




